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第７ 関係行政機関等 

 

労働相談を受けたり、労使紛争を解決するために、労働委員会をはじめとして、さ

まざまな機関があります。 

 

１  県の機関 

 

機 関 名 項 目 

産業労働部労働政策課 〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１ 

 
労働ほっとライン 

 
社会保険労務士による労働相談 ℡083-933-3232 

県民局 労働相談・労働関係情報の提供 

 
岩 国 

＜岩国総合庁舎内＞ 

 
〒７４０－００１６ 岩国市三笠町１丁目－１－１ 

℡0827-29-1506 

柳 井 

＜柳井総合庁舎内＞ 

〒７４２－００３１ 柳井市南町３丁目－９－３ 

℡0820-24-0250 

周 南 

＜周南総合庁舎内＞ 

〒７４５－０００４ 周南市毛利町２丁目３８ 

℡0834-33-6441 

山 口 

＜山口総合庁舎内＞ 

〒７５３－００６４ 山口市神田町６－１０   

℡083-921-9540 

宇 部 

＜宇部総合庁舎内＞ 

〒７５５－００３３ 宇部市琴芝町１丁目１－５０ 

℡0836-38-2116 

下 関 

＜下関総合庁舎内＞ 

〒７５１－０８２３ 下関市貴船町３丁目２－１ 

℡083-235-8791 

萩 

＜萩総合庁舎内＞ 

〒７５８－００４１ 萩市江向河添沖田５３１－１ 

℡0838-21-0051 

《要 約》 
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２  山口労働局（国） 

 

機 関 名 連 絡 先 

総

合

労

働

相

談

コ

ー

ナ

ー 

山口労働局 

〒753-8510 山口市中河原町６－１６ 

山口地方合同庁舎２号館 雇用環境・均等室内 

℡０８３－９９５－０３９８ 

労

働

基

監

督

署 

下 関 

〒750-8522 下関市東大和町２－５－１５ 

下関労働基準監督署内 

℡０８３－２６６－５４７９ 

宇 部 

〒755-0044  宇部市新町１０－３３ 

宇部地方合同庁舎  宇部労働基準監督署内 

℡０８３６－３１－４５０９ 

徳 山 

〒745-0844 周南市速玉町３-４１ 

徳山労働基準監督署内 

℡０８３４－２１－１７８８ 

下 松 

〒744-0022 下松市末武下中筋潮入６１７－３ 

下松労働基準監督署内 

℡０８３３－４１－１７８０ 

岩 国 

〒740-0027  岩国市中津２丁目１５－１０ 

岩国労働基準監督署内 

℡０８２７－２４－１１３３ 

山 口 

〒753-0088  山口市中河原町６－１６ 

山口地方合同庁舎１号館 山口労働基準監督署内 

℡０８３－６００－０３７０ 

萩 

〒758-0074 萩市大字平安古町５９９－３ 

萩労働基準監督署内 

℡０８３８－２２－０７５０ 

注 山口労働局においても、個々の労働者と使用者間のトラブルを解決するための「あ

っせん」が行われています。 
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３  裁判所（国） 

 

解決手法等 項 目 

山口簡易裁判所 
〒753-0048 山口市駅通り１丁目６番１号 

083-922-9142〔山口簡易裁判所受付相談センター〕 

 
調 停 

○  話合いによる解決を目指す非公開の手続きです。 

○  裁判所の調停委員会が話合いを進めます。 

少額訴訟 

○  ６０万円以下の金銭の支払いを求めます。 

○  原則として、審理を１回の期日で終わらせて、直ちに判決をす

る手続きです。 

訴 訟 

○  １４０万円以下の金銭の支払いを求めます。 

○  法廷で、労使双方が自分の言い分や証拠を出し合い、裁判所が

どちらの言い分が正しいかを判決等で最終的に判断する手続き

です。 

○  訴訟手続きの途中で双方の合意ができれば、和解によって終了

することもあります。 

仮 処 分 

○  判決が出るまでの間、給料がもらえないため生活に困るなど著

しい損害が生じる場合に、相手方の言い分を聴いた上で、仮の

支払いなどを命ずることを求める手続きです。 

○  １４０万円以下の金銭の支払いを仮に求めます。 

山口地方裁判所 
〒753-0048 山口市駅通り１丁目６番１号 

083-922-9128〔山口地方裁判所受付相談センター〕 

 

労働審判 

○  ３回以内の期日で、早期に柔軟な解決を図る手続きです。 

○  労働関係の専門家が加わった労働審判委員会が、双方の言い分

や証拠をもとに審理し、トラブルの実情に合った解決案を示し

ます。また、手続きの中で調停も試みます。 

○  労働審判に対し、異議の申立てがあれば、訴訟に移行します。 

訴 訟 

○  １４０万円を超える金銭の支払いを求めることや、金銭に換算

できない紛争を判決で解決を求めること以外は、簡易裁判所と

概ね同じです。 

仮 処 分 
○  １４０万円を超える金銭の支払いを仮に求めること以外は、簡

易裁判所と概ね同じです。 

注 上記裁判所以外にも、地方裁判所支部や簡易裁判所がありますので、最寄りの裁

判所を御確認ください。 
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【メ モ】 


